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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定領域における爆発性流体の少なくとも１回の爆発によって雪崩を人工的に引き起こ
すための方法であって、
　少なくとも１個のフレキシブルな気嚢を爆発性流体でもって充填するとともにこの爆発
性流体でもって前記気嚢を膨らませるという第１ステップと、各気嚢内における前記爆発
性流体の爆発を開始させるという第２ステップと、を具備する方法において、
　前記爆発性流体の前記爆発によって前記各気嚢を破壊することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　フレキシブルな前記各気嚢を、対応する容器内に、折り畳んで収納しておき、
　各気嚢を爆発性流体でもって充填するという前記第１ステップにおいては、前記気嚢を
前記容器の外部へと突出させることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、
　前記各容器を、キャップによって閉塞しておき、
　各気嚢を爆発性流体でもって充填するという前記第１ステップにおいては、前記気嚢の
前記容器外への前記突出を可能とするよう、前記キャップを脱離させることを特徴とする
方法。
【請求項４】
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　請求項１～３のいずれかに記載の方法において、
　各気嚢を爆発性流体でもって充填するという前記第１ステップにおいては、周囲空気を
吸い込み、これにより、この周囲空気を適切なガスと混合することによって前記爆発性流
体を形成することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の方法において、
　前記気嚢を複数個使用する場合において、
　各気嚢に関して、前記第１ステップと前記第２ステップとを独立に制御することを特徴
とする方法。
【請求項６】
　請求項５記載の方法において、
　前記複数の気嚢に対しての前記爆発性流体の充填とこれら気嚢の爆発とを、遠隔操作に
よって順次的に行うことを特徴とする方法。
【請求項７】
　所定領域における爆発性流体の少なくとも１回の爆発によって雪崩を人工的に引き起こ
すための装置（１）であって、
　前記爆発性流体（３）を充填するための少なくとも１個の気嚢（２）と、各気嚢を前記
爆発性流体でもって充填するための充填手段（５）と、各気嚢内における前記爆発性流体
の爆発を開始させるための開始手段（４）と、各気嚢への前記充填および各爆発の前記開
始を制御するための制御手段（３１）と、を具備してなり、
　前記各気嚢（２）が、該気嚢内への前記爆発性流体の充填によって膨らまされ得るよう
な材質から、なおかつ、該気嚢内に充填された前記爆発性流体の前記爆発によって破壊さ
れ得るような材質から、形成され、
　前記装置は、さらに、前記各気嚢（２）のための容器（１１）を具備し、
　前記気嚢は、該気嚢内が空虚であるときには、対応容器内に折り畳んで収容されており
、該気嚢内に前記爆発性流体が注入されたときには、前記容器から突出することができる
ようになっておりさらには破壊され得るようになっていることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７記載の装置において、
　前記爆発性流体が、周囲空気と少なくとも１つのガスとの爆発性混合ガスであり、
　前記充填手段（５）が、前記周囲空気の吸込を行うための吸込手段（１７）を備えてい
ることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項８記載の装置において、
　前記爆発性流体が、周囲空気と少なくとも１つのガスとの爆発性混合ガスであり、
　前記周囲空気の吸込を行うための前記吸込手段が、ベンチュリシステムであることを特
徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項７記載の装置において、
　前記気嚢内における前記爆発を開始させるための前記開始手段（４）が、ヒューズ（４
）を備えていることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項７記載の装置において、
　各容器（１１）は、前記気嚢（２）内に前記爆発性流体（３）が注入されたときに脱離
し得るよう構成されたキャップ（１３）を有していることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項７記載の装置において、
　地面（２５）にアンカー止めされた支持体（１９）に対して取り付けられた複数の容器
（１１）を具備していることを特徴とする装置。
【請求項１３】
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　請求項１２記載の装置において、
　前記支持体（１９）は、前記容器（１１）が取り付けられている第１着脱可能部分（１
５）と、地面にアンカー止めされた固定第２部分（２３）と、を備えていることを特徴と
する装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の装置において、
　前記固定第２部分（２３）は、各気嚢内へのガス分配を行うための分配器（２１）と、
前記気嚢の各々内への前記爆発性流体の前記充填および前記爆発を制御するための制御手
段（２７）と、を備えていることを特徴とする装置。
【請求項１５】
　請求項１２記載の装置において、
　前記気嚢の各々内への前記爆発性流体の前記充填および前記爆発を順次的に行うための
順次的制御システムを具備していることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１２記載の装置において、
　前記各容器（１１）が、円筒形状とされているとともに、閉塞底部をなす第１端部と着
脱可能カバー（１３）によって閉塞される第２端部とを備え、
　前記カバーが、円錐形状とされていることを特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１６記載の装置において、
　前記容器の前記底部には、ガス供給チューブが貫通設置されており、
　前記チューブ（７）は、前記円筒形容器の対称軸に沿って貫通設置されているとともに
、前記気嚢が取り付けられているディフューザ（５）に対して接続されていて前記円錐形
キャップ（１３）によって係止され、
　前記ディフューザは、前記気嚢（２）内に前記爆発性流体を注入するためのものである
ことを特徴とする装置。
【請求項１８】
　請求項１７記載の装置において、
　前記ディフューザ（５）が、ベンチュリシステムを備え、
　該ベンチュリシステムは、前記円錐形キャップ（１３）の周囲の周囲空気を吸い込むた
めのオリフィス（１７）を備えていることを特徴とする装置。
【請求項１９】
　請求項９～１８のいずれかに記載の装置において、
　前記ガスが、水素であることを特徴とする装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載の装置において、
　前記ガスが水素であり、
　使用されている前記フレキシブル気嚢（２）が、１０ｍ３ という容積を有した気象観
測用気球であることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　請求項７～２０のいずれかに記載の装置において、
　前記気嚢の材質が、ブチルゴムを備えたグループの中から選択されたものであることを
特徴とする装置。
【請求項２２】
　爆発性流体（３）を充填するための少なくとも１個の気嚢（２）と、各気嚢を前記爆発
性流体でもって充填するための充填手段（５）と、各気嚢内における前記爆発性流体の爆
発を開始させるための開始手段（４）と、各気嚢への前記充填および各爆発の前記開始を
制御するための制御手段（３１）と、を具備してなる装置の使用であって、
　前記各気嚢（２）が、該気嚢内に充填された前記爆発性流体の前記爆発によって破壊さ
れ得るような材質から形成され、
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　請求項１記載の方法を実施するために前記装置を使用することを特徴とする装置の使用
。
【請求項２３】
　請求項２２記載の装置の使用において、
　前記爆発性流体が、周囲空気と少なくとも１つのガスとの爆発性混合ガスであり、
　前記充填手段（５）が、前記周囲空気の吸込を行うための吸込手段（１７）を備えてい
ることを特徴とする装置の使用。
【請求項２４】
　請求項２３記載の装置の使用において、
　前記周囲空気の吸込を行うための前記吸込手段が、ベンチュリシステムであることを特
徴とする装置の使用。
【請求項２５】
　請求項２２記載の装置の使用において、
　前記気嚢（２）内における前記爆発を開始させるための前記開始手段が、ヒューズ（４
）を備えていることを特徴とする装置の使用。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、雪崩を人工的に引き起こすための方法に関するものであり、より詳細には、雪
崩を引き起こしたい所定領域内において１回または複数回の流体爆発を引き起こすことに
よって、雪崩という自然現象を人工的に引き起こすための方法に関するものである。
【０００２】
本発明は、自然現象が起こる上方領域における局所的な気圧の過圧でもってそのような自
然現象を引き起こし得るようなすべての場所に適用可能である。
【０００３】
本発明は、典型的には、ウインタースポーツのリゾート地における雪崩の人工的開始に対
して、また、例えばスキーコースや機械的リフトや道路や山間鉄道などにおける人々や一
般的な言い方をすれば大衆や個人施設や開発地に対して潜在的なリスクをもたらす場所に
おける雪崩の人工的開始に対して、応用される。
【０００４】
本発明は、また、この方法を実施するための装置に関するものであり、この装置は、雪崩
を引き起こすべき所定領域内において少なくとも１回の流体爆発を引き起こすための手段
を具備している。
【０００５】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
現在、所定領域内における気圧の局所的過圧を引き起こすことによって所定領域から雪崩
を人工的に開始させるためのいくつかの手段が存在している。
【０００６】
例えば、このような手段のあるものにおいては、例えばＴＮＴといったような爆発性物品
を配置した後または投げつけた後、この爆発性物品の爆発を引き起こす。この爆発によっ
て雪崩領域内の雪層表面を掃引する爆風と、雪層の基部を震動させて雪崩を引き起こすよ
う機能する衝撃波と、が形成される。
【０００７】
爆発性物品の取扱いは、危険なものであることの事前認識はあるにしても、リスクを有し
た操作である。これら爆発性物品は、また、一般的には汚染を引き起こし得るものである
。
【０００８】
他の手段は、GAZEX という商標名で市販されているシステムである。この手段は、仏国特
許出願公開明細書第２ ６３６ ７２９号に開示されている。この手段においては、大砲す
なわち雪層を向く方向に前方開口を有した有底金属筒を具備した装置を使用する。この装
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置は、また、第１ソースからの燃焼性ガス供給回路と第２ソースからの燃料ガス供給回路
とを具備している。これらガスを大砲内に充填するためのノズルが、この大砲の長さ方向
に沿った様々な場所に設置されており、大砲の後部には、点火デバイスが取り付けられて
いる。例えばプロパンと酸素との混合ガスといったような混合ガスが大砲内において形成
され、点火デバイスによってこれら混合ガスの爆発が引き起こされる。
【０００９】
大砲の前方開口は、雪層を拡散させ、爆発によって引き起こされた衝撃波が雪層表面上を
伝搬して雪崩を引き起こす。
【００１０】
この手法は、多くの状況において有効であることがわかっているけれども、いくつかの欠
点を有している。つまり、大砲が数百キログラムにも及ぶようなものであって重いことで
ある。そのため、輸送が困難であって好ましくなくまたコスト高なものとなってしまう。
加えて、このシステムは、爆発性ガス混合体の形成に電子バルブを使用しており、多くの
調整や点検を必要とする。
また、米国特許明細書第４，８７３，９２８号には、放射を行わない核爆発を模擬するた
めのデバイスが開示されている。この文献は、核爆発のパワーによる爆発の研究を意図し
ている。このデバイスは、膨張可能な気嚢と、気嚢内をガス状混合体でもって充填するた
めの手段と、爆発を引き起こすための電気ワイヤと、を備えている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、より詳細には、所定領域における爆発性流体の少なくとも１回の爆発によって
雪崩を人工的に引き起こすための方法であって、少なくとも１個のフレキシブルな気嚢を
爆発性流体でもって充填するという第１ステップと、各気嚢内における爆発性流体の爆発
を開始させるという第２ステップと、を具備する方法において、爆発性流体の爆発によっ
て各気嚢を破壊するという方法によって、上記欠点を克服せんとするものである。
【００１２】
爆発性流体は、ガス供給チューブによってガスソースに対して接続されているディフュー
ザを介して、気嚢内に注入（あるいは、導入、挿入）することができる。
【００１３】
フレキシブルな気嚢は、ディフューザに対して直接的に取り付けることができ、この場合
には、ディフューザは、充填時にはフレキシブル気嚢に対しての固定支持体として機能す
ることができる。
【００１４】
本発明による方法においては、爆発性流体は、燃焼性ガスと燃料との混合ガスとすること
ができる。
【００１５】
本発明においては、燃焼可能ガスが、ガス状燃料として使用される。この燃焼可能ガスは
、水素、（テトレイン（tetrain））、 アセチレン、プロパン、ブタン、あるいは、これ
らの混合物とすることができる。この中では、水素が好ましい。
【００１６】
燃焼性ガスは、酸素、オゾン、空気、あるいは、酸素濃度またはオゾン濃度が高められて
いる空気とすることができる。この中では、空気が好ましい。
【００１７】
本発明による方法においては、各フレキシブル気嚢内における爆発性流体は、大気圧とす
ることができる。あるいは、爆発性流体は、気嚢の充填時には、実質的に大気圧よりも大
きな圧力とすることができる。
【００１８】
本発明による方法においては、使用する各フレキシブル気嚢は、気嚢内に充填された爆発
性流体の爆発によって破壊され得るような材質から形成されなければならない。フレキシ
ブル気嚢を形成する材質およびその厚さは、爆発に対しての過度の抵抗性を示すことなく
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爆発性ガスの爆発によって生成される過圧波を解放し得るように、選択されなければなら
ない。この材質は、さらに、爆発が引き起こされるまでは流体を収容してシールし得るよ
うなものでなければならない。
【００１９】
本発明の好ましい実施形態においては、フレキシブル気嚢は、例えば水素と空気とからな
る爆発性混合ガスといったように爆発性流体をなす混合ガスが空気よりも軽い場合に、鉛
直方向において雪層よりも気嚢が上方に保持され得るよう、軽い材料から形成することが
できる。この気嚢は、有利には、環境汚染を引き起こさないよう、生分解性のものとする
ことができる。
【００２０】
上記すべての特徴点を備えたフレキシブル気嚢の例は、ブチルゴムを備えたグループの中
から選択された材質から形成された気嚢である。気嚢を構成する材料の厚さは、例えば１
００～２００μｍとすることができる。
【００２１】
気嚢は、気象観測用気球として使用されているタイプの気球とすることができる。
【００２２】
このフレキシブル気嚢は、爆発性流体の爆発によって雪崩を引き起こし得るよう、大気圧
でもってあるいは大気圧よりもわずかに大きな圧力でもって十分な量の爆発性流体を収容
し得るような容積を有していなければならない。爆発性流体が例えば水素と空気との混合
ガスである場合には、気嚢の最小容積は、気嚢内の爆発性流体が大気圧であると仮定して
、以下の要因によって決定することができる。
【００２３】
一般的に、通常条件下において雪崩を引き起こすためには、すなわち、自然雪崩のリスク
がある場合において雪崩を引き起こすためには、少なくとも３ｋｇのＴＮＴの爆発に相当
する力を容認する必要がある。
【００２４】
次の式（Ｉ）は、空気内における水素／酸素混合ガスの爆発における化学反応である。
Ｈ2 ＋（１／２）Ｏ2 → Ｈ2Ｏ　　　（Ｉ）
【００２５】
この式（Ｉ）は、標準的温度圧力条件（２７３°Ｋかつ１０１３２５Ｐａ）化における爆
発の化学量論的混合が、１容積のＯ2 に対して２容積のＨ2 を使用することを示している
。爆発性流体が水素／空気混合ガスである場合には、これは、容量比において３０％の水
素と７０％の空気とに対応する。式（Ｉ）における２ｇのＨ2（１モルのＨ2）の爆発は、
５７，８００カロリーすなわち約６０，０００カロリーをもたらす。また、１ｇのＴＮＴ
の爆発は、１０００カロリーをもたらす。よって、１ｇのＨ2 は、パワーという点におい
ては、３０ｇのＴＮＴに相当する。水素の密度は、９０ｇ／ｍ3 であるので、１ｍ3 の水
素は、２７００ｇのＴＮＴと等価である。混合ガスの品質や温度等といったような様々な
条件を勘案すれば、爆発の収率は、１ではなく、０．５である。１ｍ3 の水素は、１．３
５ｋｇのＴＮＴの爆発に相当するエネルギーを供給することができる。したがって、２．
２ｍ3 という容積の水素を使用することが好ましく、これにより、十分なデトネーション
パワーを得ることができ、つまり、３ｋｇのＴＮＴの爆発と等価なパワーを得ることがで
き、雪崩を引き起こすことができる。このような水素の容積は、化学量論的爆発性混合体
を得るためには、６．８ｍ3 という容積の空気を必要とすることとなる。
【００２６】
よって、水素／空気混合ガスに対しての気嚢の最小理想容積は、気嚢内に充填する爆発性
流体が大気圧である場合には、８．９ｍ3である。
【００２７】
したがって、本発明による方法においては、気嚢の容積は、爆発性流体の性質に応じて、
雪崩を引き起こすに十分な容積の爆発性流体を収容し得るように、選択される。
【００２８】
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天候条件や地形条件に応じて様々な容積の気嚢を使用し得ることにより、本発明による方
法は、適用可能性が広い。
【００２９】
本発明による方法においては、方法の第２ステップは、各気嚢内の爆発性流体の爆発を開
始させることである。この爆発は、各気嚢内においてスパークを発生させるといったよう
な爆発開始のための従来手段によって、開始させることができる。このような手段は、例
えば、ヒューズや、圧電デバイスや、火打ち石、等である。
【００３０】
各気嚢内に収容されている爆発性流体の爆発は、この気嚢を破壊するとともに、空間的過
圧波を伝搬させ、これにより、爆発前における気嚢内の爆発性流体の容積の関数として、
雪層の最適領域に対して影響を及ぼすこととなり、この領域を振動させて雪崩を引き起こ
すこととなる。
【００３１】
フレキシブル気嚢は、所定領域にすなわち局所的過圧によって雪崩を引き起こそうとする
領域に、雪層上に支持体を使用して配置される。この領域は、専門的には、「雪崩開始領
域」と称される。配置される気嚢は、爆発による所定領域からの爆風および衝撃波の伝搬
を妨害しないものとされた支持体を介して、水素と空気とからなる爆発性流体が充填され
る１０ｍ3 という容積の気嚢の場合には雪層から例えば２～３ｍのところに、取り付けら
れる。
【００３２】
本発明による方法においては、各フレキシブル気嚢は、対応する容器内に、折り畳んで収
納することができる。この場合、各気嚢を爆発性流体でもって充填する際には、気嚢は、
容器の外部へと突出する。
【００３３】
容器は、複数の容器内のそれぞれに気嚢が収容されることによって複数の気嚢が使用され
る場合には、ある気嚢内に収容された爆発性流体の爆発に耐え得るような材料から形成さ
れなければならない。
【００３４】
本発明による方法においては、各容器は、キャップによって閉塞することができ、各気嚢
を爆発性流体でもって充填するという第１ステップにおいては、気嚢の容器外への突出を
可能とするよう、キャップを脱離させる。
【００３５】
キャップは、気嚢内に爆発性流体を充填するという第１ステップ時に、例えば容器内にお
いて折り畳まれているフレキシブル気嚢の内部に対して爆発性流体がもたらす圧力によっ
て、脱離することができる。このキャップは、環境汚染を防止し得るよう生分解性のもの
とすることができる。あるいは、容器外への気嚢の突出を妨害することがないようにして
容器に対して取り付けたままとすることができる。
【００３６】
本発明による方法の変形例においては、各気嚢を爆発性流体でもって充填するという第１
ステップにおいて、周囲空気を吸い込み、これにより、この周囲空気を適切なガスと混合
することによって爆発性混合ガスを形成する。
【００３７】
適切なガスは、水素、ヘリウム、（テトレイン（tetrain））、 アセチレン、プロパン、
メタン、等とすることができ、また、これらの混合物とすることができる。
【００３８】
変形例においては、空気は、以下ベンチュリシステムと称されるベンチュリタイプの減圧
システムによって、例えば周囲から吸引してガスと混合させさらに気嚢内へと導入するこ
とができる。この場合、適切なガスは、圧力を持ってベンチュリシステムを通過し、これ
により、減圧の効果によって周囲空気を引き込む。
【００３９】
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ベンチュリシステムは、ベンチュリシステムを通過する所定ガス流に応じて、ベンチュリ
システムの出力箇所において形成される空気／ガス混合体が爆発性流体となるように、選
択することができる。これにより、爆発性混合体が、気嚢内にガス導入を行うためのベン
チュリシステムによって、自動的に形成される。
【００４０】
この変形例においては、ガスと周囲空気との混合ガスを使用するので、例えば水素といっ
たようなただ１つの貯留ガスだけが必要とされる。このような方法では、第［０００７］
段落および第［０００８］段落に記載した方法とは違って、混合ガスのための貯蔵タンが
不要であり、貯蔵設備を簡略化できるとともに、タンクと装置との接続に際してただ１本
のガスチューブを使用するだけで済む。
【００４１】
ベンチュリシステムは、爆発性混合ガスの製造効率および再現性を最適化する。ベンチュ
リシステムは、単純でありかつ静的なシステムであって、複雑な技術を使用する必要がな
く、部品点数も少なくて済み、結局、安価である。
【００４２】
燃料は、有利には、水素とすることができる。というのは、形成される空気／水素混合ガ
スが、比較的広範な爆発性混合範囲を有しているからである。すなわち、容量比で１３．
５％～５９％という広範な爆発性混合範囲を有している。ここで、最大のデトネーション
波圧力は、水素が容積比で３２．５％の時に得られる。つまり、混合体の計測を詳細に行
う必要がなく、したがって、流量計等のような特別の計測機器が不要である。
【００４３】
本発明の特別の実施形態においては、気嚢を取り付けることができるディフューザが、ベ
ンチュリシステムを備えることができる。
【００４４】
本発明による方法においては、複数個の気嚢を使用することができる。この場合、各気嚢
に関して、関連性のある第１ステップと第２ステップとが、独立に行われる。
【００４５】
有利には、複数個の気嚢を使用する場合、各気嚢内への爆発性流体の導入と、その気嚢内
における爆発性流体の爆発とは、自動的かつ順次的制御システムによって制御することが
できる。この自動的かつ順次的制御システムにより、すべての気嚢が使用され終わるまで
、各気嚢に関しての第１ステップと第２ステップとを順次的に制御することができる。
【００４６】
本発明による方法においては、様々な気嚢内への充填と爆発とを、遠隔制御によって制御
することができる。この場合、各気嚢内への充填は、遠隔制御型ソレノイドバルブによっ
て制御される。
【００４７】
本発明は、さらに、本発明による方法を実施するための装置に関するものである。所定領
域における爆発性流体の少なくとも１回の爆発によって雪崩を人工的に引き起こすための
この装置は、爆発性流体を充填するための少なくとも１個の気嚢と、各気嚢を爆発性流体
でもって充填するための充填手段と、各気嚢内における爆発性流体の爆発を開始させるた
めの開始手段と、各気嚢への充填および各爆発の開始を制御するための制御手段と、を具
備してなり、各気嚢が、気嚢内に充填された爆発性流体の爆発によって破壊され得るよう
な材質から形成されている。
【００４８】
本発明による装置においては、爆発性流体は、周囲空気と少なくとも１つのガスとの爆発
性混合ガスとすることができ、充填手段は、周囲空気の吸込を行うための吸込手段を備え
ている。
【００４９】
本発明においては、周囲空気の吸込を行うための吸込手段は、ベンチュリタイプの減圧シ
ステムとすることができる。
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【００５０】
本発明による装置においては、フレキシブル気嚢は、ブチルゴムを備えたグループの中か
ら選択された材質から形成される。例えば、気嚢は、１０ｍ3 という容積を有した気象観
測用気球とされる。
【００５１】
本発明においては、気嚢内における爆発を開始させるための開始手段は、気嚢内において
爆発性流体と接触状体とされているヒューズを備えることができる。
【００５２】
本発明による装置の変形例においては、装置は、各気嚢のための容器を具備し、気嚢は、
気嚢内が空虚であるときには、対応容器内に折り畳んで収容されており、気嚢内に爆発性
流体が注入されたときには、容器から突出することができるようになっている。
【００５３】
この変形例においては、各容器は、気嚢内に爆発性流体が注入されたときに脱離し得るよ
う構成されたキャップを有することができる。
【００５４】
容器および対応する着脱可能キャップは、有利には、ある気球内の爆発性流体の爆発によ
る過圧に耐え得るような材料から形成することができる。この材料は、容器および着脱可
能キャップに関して、例えばポリプロピレンとすることができる。
【００５５】
本発明においては、複数の容器を使用する場合、これら容器を、地面にアンカー止めされ
た支持体に対して取り付けることができる。
【００５６】
本発明のある実施形態においては、この支持体は、容器が取り付けられている第１着脱可
能部分と、地面にアンカー止めされた固定第２部分と、を備えることができる。
【００５７】
着脱可能部分は、固定部分に対しての位置が気嚢の爆発によって影響を受けないようにし
て、固定部分に対して取付可能でなければならない。この実施形態においては、すべての
気嚢を使用し終わったときには、支持体の着脱可能部分を、新たな気嚢や容器が取り付け
られている新たな着脱可能部分へと、交換することができる。また、本発明においては、
所定領域において雪崩を引き起こすために必要な爆発の規模に合わせて、ある容積を有し
た複数の気嚢を備えている着脱可能部分を、異なる容積を有した複数の気嚢を備えている
他の着脱可能部分へと、容易に交換することができる。
【００５８】
本発明においては、地面へのアンカー止めに、大がかりなアンカー止め用コンクリートを
使用する必要がなく、例えば爆発性パイルといったようなアンカー止め手段で十分である
。
【００５９】
よって、本発明による装置は、着脱可能部分と簡易アンカー止めシステムによって地面に
固定される固定部分とを備えていることのために、容易に輸送することができ、場合によ
っては、ヘリコプター輸送を行う必要がない。
【００６０】
本発明においては、固定部分および／または着脱可能部分は、高さ調節を行うことができ
る。そのため、本発明による装置は、様々な場所に設置することができる。
【００６１】
装置は、良好な設置性のためにまた風や雪に対しての良好な抵抗性をもたらすために、で
きる限りコンパクトであることが好ましい。
【００６２】
固定第２部分は、各気嚢内へのガス分配を行うための分配器と、気嚢の各々内への爆発性
流体の充填および爆発を制御するための制御手段と、を備えることができる。
【００６３】
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本発明においては、装置は、気嚢の各々内への爆発性流体の充填および爆発を順次的に行
うための順次的制御システムを具備することができる。
【００６４】
本発明においては、装置は、好ましくは、各気嚢内への爆発性流体の充填および爆発を遠
隔的に制御するための手段を備えている。
【００６５】
本発明においては、各容器は、円筒形状とすることができるとともに、閉塞底部をなす第
１端部と着脱可能カバーによって閉塞される第２端部とを備えることができ、カバーは、
円錐形状とすることができる。
【００６６】
本発明においては、容器の底部には、ガス供給チューブが貫通設置されており、このチュ
ーブは、円筒形容器の対称軸に沿って貫通設置されているとともに、気嚢が取り付けられ
ているディフューザに対して接続されていて円錐形キャップによって係止され、ディフュ
ーザは、気嚢内に爆発性流体を注入するためのものである。
【００６７】
ディフューザは、ベンチュリシステムを備えることができ、ベンチュリシステムは、周囲
空気を吸い込むための側方オリフィスを備えており、この側方オリフィスは、好ましくは
、空気を容易に吸い込み得るよう円錐形キャップの高さ位置に配置されている。
【００６８】
本発明においては、複数の容器とこれらに対応する複数の気嚢とを支持体の着脱可能部分
に対して取り付けることによって使用することができる。この場合、複数の容器は、好ま
しくは、支持体に関して水平円をなす位置に配置される。例えば、支持体は、冬季に計画
された雪崩引き起こし頻度に応じて、１０個、１５個、２０個、あるいは、２５個の容器
を保持することができる。
【００６９】
本発明においては、爆発性流体が空気とガスとの混合体である場合には、ガスは、好まし
くは、水素とされる。
【００７０】
本発明による装置は、好ましくは複数の容器を備えているものであって、雪崩開始領域に
対応した所定領域に設置される。
【００７１】
本発明による装置は、好ましくは本発明の装置から離れた場所に配置された、すなわち、
雪崩発生場所からは離れた場所に配置された、制御ステーションに対して接続することが
できる。この制御ステーションは、例えば、例えば水素といったようなガスの貯蔵手段と
、本発明による装置の電気制御システムと、遠隔制御用の送受信器と、電力供給のための
バッテリおよび太陽電池パネルと、を具備している。
【００７２】
本発明による装置は、例えば、容積および重量が低減化されていること、移動性が大きい
こと、地形に対しての設置性が良好なこと、制御ステーションが小さくて済むとともにガ
ス貯蔵量が少ないこと、流体圧設備が少なくて済むこと、化学量論的爆発性混合体が自動
的に得られること、コストが最小であること、高効率であること、環境に対して良好な配
慮がなされていること、といったような多くの利点をもたらす。
【００７３】
【発明の実施の形態】
本発明の特徴点および利点は、以下の説明を読むことによって一層明瞭となるであろう。
以下の説明においては、添付図面を参照しつつ、本発明を何ら制限するものではない単な
る例示としての実施形態を参照する。
【００７４】
図１は、本発明による装置を示す図であって、爆発性流体が充填された気嚢を示している
。
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図２は、気嚢が取り付けられているディフューザを拡大して示す断面図であって、このデ
ィフューザは、ベンチュリシステムを備えている。
図３は、本発明による装置の一実施形態を示す部分断面図であって、この装置は、複数の
容器と、それぞれ対応する気嚢と、を具備している。ここで、１つの容器が断面で示され
ており、気嚢は、容器内において折り畳まれている。
図４は、複数の容器が使用されている本発明の装置を示す平面図である。
図５は、本発明による装置およびその制御ステーションを示すブロック図である。
【００７５】
図１に示すように、本発明による方法の第１ステップにおいては、図示の装置は、不可欠
的に、ブチルゴム製の気象観測用気球の形態とされた気嚢２を備えて構成されている。気
嚢２は、水素と空気との混合ガスからなる流体３が充填されることによって膨らまされる
。この気嚢２は、気嚢内に流体を導入するためのディフューザ５に対して、気嚢維持リン
グ６を介して取り付けられている。ディフューザ５に対しては、ガス供給チューブ７を通
して、３～６ｂａｒの圧力でもって水素が供給される。気嚢内へのこのガス供給は、ソレ
ノイドバルブ９によって制御される。図１には、また、容器１１が示されている。気嚢に
対して流体を注入する前の時点においては、気嚢は、容器内に折り畳まれていた。また、
気嚢に対して流体を注入する際には、着脱可能キャップ１３が脱離する。容器１１は、支
持体１５に対して取り付けられている。
【００７６】
気嚢内には、この気嚢内に導入される爆発性流体に対して接触した状態であるようにして
、電気ヒューズ４が配置されている。この電気ヒューズは、電気ワイヤ８を介して、気嚢
内の流体の爆発を開始させるための制御手段（図示せず）に対して接続されている。この
電気ヒューズは、ベンチュリシステムのところに配置することもできる。
【００７７】
図２は、気嚢２が取り付けられているディフューザ５を拡大して示す断面図である。ディ
フューザ５は、周囲空気を吸い込むための側方オリフィス１７が形成されているベンチュ
リシステムを備えている。このベンチュリシステムにより、ベンチュリシステム内におけ
る圧力を持った水素流通を駆動力とした吸込によって、気嚢内に周囲空気を注入すること
ができる。これにより、爆発性流体が形成される。ベンチュリシステムは、このベンチュ
リシステム内への入力時点において３～６ｂａｒという水素圧力の関数として選択されて
いる。
【００７８】
ディフューザを通してのＨ2 の供給を可能とするためのチューブ７は、約３０ｍｍの直径
を有した適切なガス供給チューブである。
【００７９】
形成された水素／空気混合ガスは、容量比率として２５％～３５％の水素と、容量比率と
して７５％～６５％の酸素と、から構成されている。
【００８０】
この図２には、さらに、気嚢内の流体の爆発を開始させるためにヒューズ４に対して電力
供給を行うための導電ワイヤ８が図示されている。
【００８１】
図３は、本発明による装置１の一実施形態を示す部分断面図であって、この装置１は、対
応容器１１内に折り畳まれている気嚢２を備えている。気嚢２は、容器１１内において、
流体が気嚢内に導入されたときにこの容器から飛び出して膨らむことができるようにして
、折り畳まれている。各容器は、直径が６０～８０ｍｍとされた円筒形状である。着脱可
能とされた円錐形キャップ１３が、各容器１１を閉塞しており、これにより、流体が気嚢
内に導入されるまでは気嚢を保護している。各ベンチュリシステムの側方オリフィス１７
は、着脱可能キャップ１３と概略同程度の高さ位置に配置されている。このため、ベンチ
ュリシステムを通して水素が注入される際には、側方オリフィス１７から容易に周囲空気
を吸い込むことができるようになっている。気嚢内に流体を充填する際には、流体によっ
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て気嚢に対してもたらされた圧力により、キャップ１３が跳ね飛ばされる。これにより、
気嚢は、容器から突出して膨らむことができる。容器は、装置の第１着脱可能部分１９を
なす支持体１５に対して取り付けられている。第１着脱可能部分１９は、固定支持体２３
に対して取り付けられている。固定支持体２３は、地面２５に対してアンカー止めされる
ものであって、１～２．５ｍの高さのものとされている。各容器へのガス供給は、低電位
（１２～２４Ｖ）でもって－２０℃の温度に維持されているソレノイドバルブ９によって
なされる。すべてのソレノイドバルブは、固定支持体２３上に設置されている単一の分配
器２１に接続されている。固定支持体２３には、さらに、ソレノイドバルブ９を電気的に
制御するためのものであるとともに、多導体ケーブル２９を介することによって各ヒュー
ズに対して接続されていて、各気嚢内に配置されかつ各ソレノイドバルブに接続されたヒ
ューズ（図示せず）を電気的に制御するための分配器２７が設けられている。この分配器
２７は、金属ケースによって厳重に（頑丈に）保護されていて、地面に対して固定されて
いる。
【００８２】
容器は、工場内で組み立てられる。この組立作業においては、ヒューズを各気嚢内に挿入
し、各気嚢をディフューザに対して組み付け、各対応容器内に各気嚢を折り畳んで収納し
、そして、各容器に着脱可能円錐形キャップを組み付ける。
【００８３】
装置１は、雪崩開始領域に配置される。
【００８４】
図４は、１７個の容器１１が設けられている場合の着脱可能支持体１９を示す平面図であ
る。ここで、各容器内には、それぞれ対応する気嚢２が収容されている。容器の数は、冬
季における雪崩開始の頻度に応じて、変更することができる。
【００８５】
着脱可能支持体の寸法特性は、以下の要因に基づいて注意深く決定されなければならない
。
－装置をできるだけコンパクトなものとすること（設置場所への設置や、風に対する抵抗
や、雪層の剥がれや、接地状況、等を考慮して）。
－高さを調節可能とすること（単一システムは、様々な場所に対して適切なものでなけれ
ばならない）。
－かさ高いようなアンカー止め用コンクリートの使用を避けること（爆発性パイルや他の
簡易手段によるアンカー止めを行うべき）。
－ヘリコプターに頼る輸送をなるべく避けるため、容易に輸送し得る（分解し得る）こと
。
－気球ホルダが、複数の気球のうちの１個の爆発による過圧に耐え得るものでなければな
らないこと（１０～１５ｂａｒという最大爆発圧力。気球ホルダにかかる過圧は、数百ｍ
ｂａｒを超えるべきではない）。
【００８６】
図５は、本発明による装置１およびその制御ステーション３１を示すブロック図である。
【００８７】
制御ステーション３１は、装置１が配置されている雪崩開始領域よりも高所に設置される
。
【００８８】
制御ステーション３１は、機能位置へとヘリコプターによって輸送し得る誘導防止シェル
ター３２から構成されている。
【００８９】
このシェルターは、
－９～１１個のタンクを収容したフレームの形態をなす水素貯蔵器４７と、
－主ソレノイドバルブ３５、および、１８０／１０ｂａｒの減圧作用をもたらすＨＰ／Ｌ
Ｐ（高圧／低圧）減圧バルブ３７と、
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－シェルターの上部に設置され２４Ｖかつ１０００Ｗで動作する太陽電池パネル５２によ
ってバックアップされていて、本発明による装置のための制御手段を動作させるための必
要な、２個の１２Ｖのバッテリを備えて８０Ａｈの容量があって熱絶縁されている電源と
、
－送受信器４３と各気嚢を充填するためのソレノイドバルブ９の制御手段４１との間のイ
ンターフェース、および、各気嚢内の流体の爆発を開始させるための手段を備えてなる電
気制御ボックスと、
－各気嚢の充填を制御するとともに爆発開始を制御するための制御手段４５と、
－制御ステーションの遠隔制御を可能とするための送受信アンテナ４９、および、雷から
シェルターを保護するための避雷針５３と、
を備えている。
【００９０】
各タンクは、５０ｌの容積とされており、１８０ｂａｒの圧力でもって９０００ｌの水素
を貯留している。１１個のタンクについて合計すると、常圧換算で９９０００ｌの容積の
水素を貯留する。気嚢充填に際して水素が４ｂａｒの圧力へと減圧されるものとすれば、
利用可能な容積は、１７６×５０×１１ｌすなわち９６８００ｌの水素ということになる
。１０ｍ3 という容積を有した１個の気嚢２を水素と空気との爆発性混合ガスでもって充
填するに際しては、２２００ｌの水素が使用される。よって、このフレームは、１０ｍ3 
の気嚢を約４０個分充填するに十分なものである。
【００９１】
シェルターは、金属メッシュによって接地されている。シェルターは、地面上に設置され
、アンカー止めされる。雪や虫が入ってこないようなものとされている上部通風口および
下部通風口が、シェルター内への水素滞留を防止するために、設けられている。
【００９２】
シェルターは、図示しないロック付きドアによって、不法侵入から保護されている。
【００９３】
制御ステーション３１と本発明による装置１との間には、いくつかの接続が設けられてい
る。これら接続は、制御ステーション３１から装置１に対しての水素供給チューブ３３と
、ソレノイドバルブ９と各気嚢内のヒューズとの制御を行うための伝達ケーブル３９と、
である。
【００９４】
チューブ３３は、金属製機械的保護チューブおよびケーシングによって被覆された媒質圧
力チューブであって、剥がれた雪や落下する岩によって避けてしまうことを防止するため
に、所定間隔でアンカー止めされている。チューブのケーシングは、シェルターの一部お
よび装置１の一部に対して連結されている。チューブの内径は、長さ方向における圧力損
失を低減し得るよう、８～１０ｍｍとされている。
【００９５】
主ソレノイドバルブ３５は、チューブ３３を通しての制御ステーションから装置１への水
素供給ラインを制御する。この場合、１８０／１０ｂａｒという減圧作用をもたらすＨＰ
／ＬＰ単一減圧バルブ３７により、このバルブ３７以降におけるチューブ３３内の水素静
圧を４～６ｂａｒに調節することができる。単一減圧バルブ３７以降の静圧は、制御ステ
ーションと装置１との間におけるチューブ長さに応じて、調整することができる。
【００９６】
チューブ３３内の水素静圧と、各ソレノイドバルブ９のローリング径とが、各気嚢に関し
ての充填時間を決定する。この充填時間は、風とか、装置の粗面部分に対しての各気嚢の
摩擦とか、を考慮すれば、１～２分間であることが好ましい。
【００９７】
ケーブル３９は、複数対のケーブルであって、機械的保護および電気的保護がなされたシ
ールドケーブルである。ケーブルは、装置１に設けられている気嚢数に対応した数の対を
有している。各対は、シールドされている。このケーブル３９は、制御ステーション３１
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と、各気嚢に関してのソレノイドバルブ９および図示していないヒューズの電気的制御の
ための分配器２７と、の間の電気的接続をもたらす。
【００９８】
誘導防止シェルターからの出力、すなわち、電気ケーブル３９のための通路と装置１に対
しての水素輸送のための媒質圧力チューブ３３のための通路とアンテナ４９のための通路
とシェルターを通しての太陽電池パネル５１のための通路とは、同軸ケーブル係止体また
は透過システムによって保護されている。
【００９９】
電子コード化システムは、破壊された気嚢から、容器内に折り畳まれて収容された他の気
嚢への、自動的移行（自動的かつ順次的移行）を可能とし、充填制御さらには爆発制御を
可能とする。
【０１００】
以下の例は、本発明による装置の動作例である。
【０１０１】
制御ステーション３１における送受信器４３は、バッテリおよび太陽電池パネルによって
電力が供給されることによって、常にスタンバイ状態とされている。送受信器４３は、例
えばスキーコースのための中央制御センターからの遠隔制御によって、以下の動作モード
に従って起動することができる。
【０１０２】
制御ステーションおよび装置１をオン状態とし、
－命令に対しての報告を行い、
－主ソレノイドバルブ３５を開放し、
－命令に対しての報告を行い、
－第１気嚢のソレノイドバルブ９を開放して、この第１気嚢を１～２分で充填し、
－命令に対しての報告を行い、
－上記のソレノイドバルブ９を閉塞し、
－命令に対しての報告を行い、
－対応するヒューズに対して「爆発」指令を出し、
－命令に対しての報告を行う。
【０１０３】
容器内に収容されている次なる第２気嚢へと操作を移行し、この第２気嚢に関しての操作
を完了し、制御ステーションおよび装置１をスタンバイモードに戻す。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による装置を示す図であって、爆発性流体が充填された気嚢を示してい
る。
【図２】　気嚢が取り付けられているディフューザを拡大して示す断面図である。
【図３】　本発明による装置の一実施形態を示す部分断面図である。
【図４】　複数の容器が使用されている本発明の装置を示す平面図である。
【図５】　本発明による装置およびその制御ステーションを示すブロック図である。
【符号の説明】
１　装置
２　気嚢
３　爆発性流体
４　ヒューズ（開始手段）
５　ディフューザ（充填手段）
７　ガス供給チューブ
１１　容器
１３　キャップ
１７　側方オリフィス（吸込手段）
１９　着脱可能部分
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２３　固定部分
２５　地面
２７　分配器（制御手段）
３１　制御ステーション（制御手段）

【図１】 【図２】
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【図５】
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